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更新新設
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●要件等、◇避難スペース定義対象施設
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●要件等、◇避難スペース定義対象施設
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避難所等

従業員や避難場所に避難した地域住民に空間を提供

12

避難場所の協定を締結した
企業の事務所、商業施設、学校、工場等

自宅・知人宅等

在宅避難、
知人宅への避難

12

避難所等施設の過密防
止のため避難所以外にも

避難する
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🔎

💻
🏳
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２）洪水浸水想定区域
該非確認
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＜参考資料＞
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〇基礎・防振架台
×建築物・杭

〇コージェネ
本体

〇予熱槽

〇熱交換器

×二次側

×二次側

△冷却塔・ラジエター
（ﾗｼﾞｴﾀｰﾚｽ機の場合）

〇排熱回収配管
・ポンプ

※補助対象範囲の基本的な考え方を示したものです。
この記載内容がすべてではありません。
不明な点はセンターにお問い合わせください。

自立負荷

〇自立ﾕﾆｯﾄ

〇連系ﾕﾆｯﾄ

〇 CT/VT

〇リモコン
シスコン

補助対象のGHPに
給電する配線類は
補助対象

系統電力

連系負荷

エネルギーマネジメントシステムを
導入する場合は、補助対象設備専用
に使用するものに限り補助対象

20

～

〇スコット
トランス



ジェネリンク（避難所となる場所への空調を含み、非常時に給電可能な場合のみ補助対象）

〇ジェネリンク

〇冷却塔

〇冷却水配管
・ポンプ

〇煙突・煙道
（補助対象以外の設備と
共用する場合は能力按分）

〇制御盤・感震器

〇基礎
×建築物・杭

〇ブロー配管

○冷温水配管・ポンプ

×給水

１次側
ＣＧＳより
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〇基礎・防振架台
・補助対象外の機器と共用と
なる場合は、補助対象部分
を明確に区分できなければ
全て対象外

×建築物・杭

〇リモコン
集中リモコン

〇室内機
※停電時に運転可能
なもののみ対象）

〇冷媒配管
（保温・ラッキング）

〇ドレン配管

〇天井撤去・補修
・室内機撤去に伴い発生する
天井撤去工事費用は、既存
設備撤去費に計上

・室内機設置に伴い発生する
天井工事費用は、新規設備
工事費に計上

△点検口（技術的に必要な場合）

〇自立切替盤
内蔵される200V→100V
のトランスも対象

〇電源工事

△自立負荷（配線工事）
・災害時に稼働する室内機・
停電対応ではない発電機能
付きGHPへ給電するための
配線のみ対象

〇風向変向板
〇防雪フード
〇排気延⾧

×防音壁

△GHPチラーの場合
水熱交換ユニットまで対象
ただし、停電時に二次側が
稼働しない場合は対象外

△加湿器・フィルタ
・加湿用給水配管は対象外
・法規上必要な場合のみ対象

〇系統連系に要する機器・工事
（系統連系する場合）

〇自立運転
スイッチ

〇配管・配線ラック
・補助対象外の機器と共用
となる場合は専用部分の
み対象

・明確に区分できない場合は
全て対象外

接続容量確認のため、
室内機接続判定シートを提出

避難所および運営維持に必要な空調容量が補助対象の上限
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自立負荷

〇スコット
トランス



×避難所として機能
維持に必要な部屋
以外の室内機
・冷媒管も対象外

避難所および運営維持に必要な空調容量が補助対象の上限

△冷媒配管
・補助対象外の部分と明確
に区分できない場合は全て
対象外

×停電時に稼働しない
（できない）室内機
・冷媒管も対象外

△冷媒配管
・補助対象外の部分と明確
に区分できない場合は全て
対象外

23



敷地内ガス配管 （１）新設の場合

〇引込管遮断弁
緊急遮断弁

〇専用の計測装置

×取引メーター
（ガス導管事業者貸与品）

×
本
管
・
本
管
か
ら
の
取
出
し

敷
地
堺

補助対象
設備

補助対象
設備

〇引込管遮断弁
緊急遮断弁

×取引メーター
（ガス導管事業者貸与品）

×
本
管
・
本
管
か
ら
の
取
出
し

敷
地
堺

補助対象外
設備

補助対象
設備

◆将来増設が見込まれる場合は、予め
分岐を設け按分して申請すること

〇専用の計測装置

〇ガス配管（バルブ等を含む）
〇ガバナ、ストレーナー
〇緊急遮断弁、ガス漏れ警報器、電気防食
〇埋設工事（復旧工事を含む）
〇配管支持金具等

※取引メーターは専用の計測装置とはできない。やむを得ない場合はセンターの承認が必要。

M

M

M

M

M
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×ガバナ・緊急遮断弁・取引
メーター等の建屋やフェンス、
または庇等

△補助対象設備以外の設備と
共用するものは断面積按分
とする



≪ （同位置での）増径・入替≫

※取引メーターは専用の計測装置とすることは不可。やむを得ない場合はセンターの承認が必要。

×
本
管
・
本
管
か
ら
の
取
出
し

敷
地
堺 既存設備

補助対象
設備

〇専用の計測装置

M

M

〇専用の計測装置×
本
管
・
本
管
か
ら
の
取
出
し

敷
地
堺

補助対象
設備

既存設備

〇分岐部以降
専用部分

M

M
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≪分岐取り出し≫

◆既存ガス管を増径・入替する場合は、共
用部は断面積按分し、補助対象と補助対
象外を区分する。

×
本
管
・
本
管
か
ら
の
取
出
し

敷
地
堺

既存設備

補助対象
設備

断面積按分

〇専用の計測装置

M

M

M

◆既存ガス管を増径・入替する場合は、共
用部は断面積按分断面積按分し、補助対
象と補助対象外を区分する。
再配管のための既存配管撤去費用は対象
外

≪ （別位置での）増径・入替≫

敷地内ガス配管 （２）既設分岐の場合

×既存撤去
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1回目

自動ガス漏れ確認
（PA入口気密用電磁弁～ガスメーター）

２回目

自動ガス漏れ確認
（ガスメーター～消費機器入口電磁弁）
ガス工作物を明示、バルブの二次側に逆流防止装置

■消費機器側のガス漏れ検知■
【入口電磁弁より上流側】
停止時は電磁弁閉
⇒PAのガス漏れ確認で検知

【入口電磁弁より下流側】
ガス漏れの場合ガス圧低下
⇒エンジン始動失敗によりエラー停止
（直接的なガス漏れ検知機構は無し）

2回目のガス漏れ確認後、
自動パージ

消費機器
入口電磁弁

ガス漏れ検知器でカバー
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A社 B社 C社

見
積
額

補助対象外経費

補助対象経費

契約

最安

補助対象
上限額

最安
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実績報告

リース・ES契約締結 リース・ES期間（4/1～）

2月 ３月 ４月

←実績報告より
前に契約締結 年度内(～3/31)の

開始が望ましいが
4/1開始は可

実績報告

リース・ES契約締結 リース・ES期間（4/2以降）

←実績報告より
後に契約締結 4/2以降の

開始は不可

事業年度
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地域未来牽引企業制度について 経済産業省資料抜粋＞
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